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大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
国
会
議
員
等
の
活
動
の
記
録
と
保
存
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
、
国
会
議
員
等
の
活
動
の
記
録
と
保
存
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
に
お
い
て
、
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
（
以
下
、
「
政
務
三
役
」
と
い
う
。
）
か
ら
国
家
公
務
員
等
へ
の
指

示
、
国
家
公
務
員
等
か
ら
政
務
三
役
へ
の
報
告
は
、
事
後
の
政
策
検
証
を
行
え
る
よ
う
、
原
則
記
録
し
行
政
文
書
と
し
て
保

存
す
べ
き
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
指
示
や
報
告
を
政
府
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
記
録
し
、
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
る
か
。

現
時
点
で
の
記
録
と
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
に
お
い
て
、
各
中
央
省
庁
に
対
す
る
国
会
議
員
等
の
要
請
や
働
き
掛
け
は
、
事
後
の
政
策
検
証
を
行
え
る
よ
う
、
原

則
記
録
し
行
政
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
要
請
や
働
き
掛
け
を
ど
の
よ
う
に
記
録
し
、
ど
の
よ
う
に

保
存
し
て
い
る
か
。
現
時
点
で
の
記
録
と
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
に
お
い
て
、
政
務
三
役
の
日
程
表
は
一
年
未
満
の
保
存
で
あ
る
と
い
う
の
は
事
実
か
。
こ
の
日
程
表
を
ど
の
よ
う
に

記
録
し
、
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
る
の
か
。
政
務
三
役
の
活
動
記
録
は
、
事
後
の
政
策
検
証
を
行
え
る
よ
う
、
原
則
記
録

し
行
政
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
現
時
点
で
の
記
録
と
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

四

政
府
に
お
い
て
、
首
相
官
邸
の
訪
問
記
録
は
一
日
で
廃
棄
し
て
い
る
と
い
う
の
は
事
実
か
。
こ
の
訪
問
記
録
を
ど
の
よ
う

一



に
記
録
し
、
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
る
か
。
首
相
官
邸
の
訪
問
記
録
は
、
事
後
の
政
策
検
証
を
行
え
る
よ
う
、
原
則
記
録

し
行
政
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
現
時
点
で
の
記
録
と
保
存
の
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

五

政
府
に
お
い
て
、
首
相
補
佐
官
や
参
与
、
大
臣
秘
書
官
、
首
相
夫
人
秘
書
の
活
動
記
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
記
録

し
、
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
る
の
か
。
首
相
補
佐
官
や
参
与
、
大
臣
秘
書
官
、
首
相
夫
人
秘
書
の
活
動
記
録
は
、
事
後
の

政
策
検
証
を
行
え
る
よ
う
、
原
則
記
録
し
行
政
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
現
時
点
で
の
記
録
と
保
存
の
状
況

に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


